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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を 

改正する省令の公布等について 

 

本日、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する

省令（令和８年厚生労働省令第 12 号。以下「改正省令」という。）が公布され、

令和８年３月１日より施行される。 

改正省令による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則

（昭和 25 年厚生省令第 31 号。以下「精神保健福祉法施行規則」という。）の趣

旨及び内容等を下記のとおり通知するので、これらについて十分御了知の上、管

内市町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底

を図っていただく等、本省令の円滑な施行について特段の御配慮をお願いする。 

なお、当該改正規定に係る具体的な運用方法等については、別途示す予定であ

ることを申し添える。 

 

記 

 

１ 改正の趣旨及び内容 

  令和６年８月から運用が開始された「国家資格等情報連携・活用システム」

（以下「国家資格等システム」という。）による国家資格の申請において、精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下「精

神保健福祉法」という。）第 18 条第１項に定める精神保健指定医（以下「指定

医」という。）の指定のための申請等に係る手続は、施行日以後、準備ができ

次第運用を開始する予定であり、別途通知したとおり、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第 368 号）

により、指定医の指定に係る申請書に記載する事項を省令に委任すること等

を規定した。これらを踏まえ、指定医の指定のための申請等に係る手続等につ

いて、以下のとおり改正を行うこととした。 

なお、国家資格等システムにおける運用の開始日については、追って通知す



る。 

（１）指定医の指定、指定医証の書換交付及び再交付、指定後の研修を受けな

かったことにつきやむを得ない理由が存することの認定、指定辞退の届出並

びに住所変更の届出の際に厚生労働大臣に提出する申請書又は届出書に記

載する事項として、氏名、住所、生年月日、個人番号（国家資格等システム

を活用したオンラインによる手続の場合に限る。）、連絡先、勤務先の名称及

び所在地その他必要な事項を規定する。 

（２）指定医証の書換交付及び再交付の申請の際に厚生労働大臣に提出する申

請書に添える書類として、指定医証（指定医証を紛失している場合を除く。）

及び指定医の写真を規定する。 

（３）指定医の申請の日以降にその住所を変更したときに行う届出について、

住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届出書を提出することと

し、当該指定医本人が国家資格等システムを活用したオンラインによる手続

を行う場合には、申請時に住所地の都道府県知事を経由することを要しない

ものとする。 

（４）第 23 条第１項並びに別記様式第一及び別記様式第二について規定の適

正化を行う。 

 

２ 施行期日 

令和８年３月１日 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
二
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
の
六
並
び
に

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
二
条
の
二
、
第

二
条
の
二
の
三
第
三
項
、
第
二
条
の
二
の
五
及
び
第
二
条
の
二
の
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
三

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
二
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条
の
三

（
新
設
）

一

氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番

号
」
と
い
う
。）（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
令
第
二
条
の
二
の
申
請
書
の
提
出
を
行
う
と
き
に
限
る
。）、
連
絡
先
並
び
に

医
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

勤
務
先
の
名
称
及
び
所
在
地

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

令
第
二
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
。以
下「
令
」

と
い
う
。）第
二
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

３

（
略
）

２

（
略
）

第
一
条
の
五

令
第
二
条
の
二
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
令
第
二
条
の
二
の
三
第
三
項
の
申
請
書
の
提
出
を
行
う
と
き
に

限
る
。）及
び
連
絡
先

二

勤
務
先
の
名
称
及
び
所
在
地

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

令
第
二
条
の
二
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
医
証
（
指
定
医
証
を
紛
失
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。）

二

指
定
医
の
写
真

第
一
条
の
六

令
第
二
条
の
二
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条
の
五

（
新
設
）

一

氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
令
第
二
条
の
二
の
五
の
申
請
書
の
提
出
を
行
う
と
き
に
限
る
。）

及
び
連
絡
先

二

勤
務
先
の
名
称
及
び
所
在
地

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

令
第
二
条
の
二
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
研
修
を
受
け
な
か
つ
た

こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
理
由
が
存
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。

令
第
二
条
の
二
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
研
修
を
受
け
な
か
つ
た

こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
理
由
が
存
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
一
条
の
七

令
第
二
条
の
二
の
六
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
令
第
二
条
の
二
の
六
第
二
項
の
届
出
書
の
提
出
を
行
う
と
き
に

限
る
。）及
び
連
絡
先

二

勤
務
先
の
名
称
及
び
所
在
地

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

第
四
条
の
十
二

（
略
）

第
四
条
の
十
二

（
略
）

２

指
定
医
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
日
以
降
に
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」

と
い
う
。）に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
以
下
同
じ
。）を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
書
の
提
出
を
同
項
に
規

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

指
定
医
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
申
請
の
日
以
降
に
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

旨
を
地
方
厚
生
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
届
出
書
の
提
出
を
行
う
と
き
に
限
る
。）及
び
連
絡
先

（
新
設
）

二

勤
務
先
の
名
称
及
び
所
在
地

（
新
設
）

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
新
設
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
精
神
障
害
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
そ
の
居
住
地
（
居
住
地
を
有
し
な

い
と
き
は
、
そ
の
現
在
地
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
精
神
障
害
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
そ
の
居
住
地
（
居
住
地
を
有
し
な

い
と
き
は
、
そ
の
現
在
地
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。）に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
に
係
る
精
神
障
害
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び
連
絡
先

一

当
該
申
請
に
係
る
精
神
障
害
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
連
絡
先

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報


